
○富加町広報紙広告掲載基準 

平成31年1月25日 

告示第5号 

(趣旨) 

第1条 この基準は、本町が発行する富加町広報紙「広報とみか」(以

下「広報紙」という。)に広告を掲載するにあたり、富加町広告掲

載要綱(平成23年富加町告示第11号。以下「要綱」という。)に規

定するもののほか、広告の規格等、掲載料金その他必要な事項に

ついて定めるものとする。 

(広告の色彩及び枠面積) 

第2条 広告の色彩は、原則2色刷りとする。 

2 広告欄の1枠当たりのサイズは、縦50mm横80mmとする。 

(掲載枠数及び位置) 

第3条 広告を掲載する枠数は、広報紙1号につき原則として8枠まで

とする。 

2 広告を掲載する位置は、原則として広報紙のお知らせ欄各頁の最

下段とする。 

(掲載期間) 

第4条 1広告主による広告については、年度を越えない12か月まで

を限度として連続して掲載することができる。 

(広告の販売方法) 

第5条 広告の販売方法は、広報紙や町ホームページにより掲載を申

し込む広告主を募集する方法とし、広告主は掲載を希望する広報

紙発行日の2か月前までに要綱第7条第1項の富加町広告掲載申請

書(別記様式第1号)に広告案を添付して町長に提出するものとす



る。ただし、1広告主について販売できる広告枠は、広報紙1号に

つき2枠までとする。 

2 前項において、1広告主で2枠の広告を掲載するときは、2枠分の

サイズを合わせた1枠として掲載できるものとする。ただし、掲載

料金は2枠分とする。 

(掲載料金) 

第6条 広告の掲載料金は、広報紙1枠につき1か月2,500円(富加町内

に本店・本部を構える事業所等については1枠につき1か月2,000

円)とする。 

2 広告主は、要綱第8条第2項による決定の通知を受けた日以後、町

の指定する期限までに指定する口座へ掲載料金を納入しなければ

ならない。 

(原稿の提出) 

第7条 要綱第8条第2項による決定の通知を受けた広告主は、掲載し

ようとする広告原稿(以下「版下原稿」という。)を、町長の指示

する方法により、掲載する広報紙の発行1か月前までに提出するも

のとする。 

附 則 

この告示は、平成31年2月1日から施行する。 

 


